
 

○ 愛 媛 海 区 漁 業 調 整 委 員 会 指 示 第 145 号  

 漁 業 法 （ 昭 和 24 年 法 律 第  267 号 ） 第 120 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き

、 次 の と お り 指 示 す る 。  

令 和 ８ 年 ３ 月 27 日  

 

愛 媛 海 区 漁 業 調 整 委 員 会  

会 長  立 花  弘 樹  

 

１  指 示 の 内 容  

(1)  真 珠 母 貝 養 殖 い か だ の 吊 り か ご の 間 隔 は 、 80 セ ン チ メ ー ト ル

以 上 と し 、 １ 吊 り 当 た り の か ご 数 は 、 １ か ご で な け れ ば な ら な

い 。 た だ し 、 県 又 は そ の 他 の 試 験 研 究 機 関 が 、 試 験 研 究 の た め

に す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

(2)   真 珠 養 殖 い か だ の 吊 り か ご の 間 隔 は 、 １ メ ー ト ル 以 上 と し 、

１ 吊 り 当 た り の か ご 数 は 、 １ か ご で な け れ ば な ら な い 。 た だ し

、 県 又 は そ の 他 の 試 験 研 究 機 関 が 、 試 験 研 究 の た め に す る 場 合

は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  指 示 の 有 効 期 間  

  こ の 指 示 の 有 効 期 間 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 10 年 ３ 月 31

日 ま で と す る 。  

 


